
横浜開港１５０周年記念事業コアイベント 

ベイサイドステージ（テーマステージ、ベイサイドエリア、特別エリア）実施業務委託 

 提案書作成要領 

 

１ 件名 

  横浜開港１５０周年記念事業コアイベント ベイサイドステージ（テーマステージ・ベイサイドエ 

リア・特別エリア）実施業務委託 

 

２ 業務の内容 

  別紙業務説明資料のとおり 

 

３ 参加申し込み 

本プロポーザルに参加する場合は、必ず参加意向申出書を提出して下さい。 

(1) 提出期間 平成１９年６月４日（月）から６月２２日（金）午後５時まで（必着） 

       持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで受け付けます。 

(2) 提出先  財団法人横浜開港１５０周年協会（以下「協会」という）  

   企画調整部 記念コアイベントプロポーザル担当 

所在地 〒231-0015 横浜市中区尾上町１－６ 住友生命横浜関内ビル３階 

電 話  045-222-0150 

(3) 提出方法 持参または郵送（期限までに到着するように発送して下さい。） 

(4) 提出書類 

ア 参加意向申出書（実施取扱要綱様式１） １部

イ 提案資格確認結果通知書及び審議結果通知書の返信用封筒２通

定形サイズ（長形３号 １２０×２３５㎜）の封筒を使用し、郵送先の 

住所、氏名、郵便番号を明記のうえ、８０円切手を貼り付けて下さい。

(5) 提案資格確認結果の通知 

ア 参加意向申出者に対し、提案資格を確認し資格の有無に関わらず提案資格確認結果通知書を郵

送かつE-mail送信します。提案資格があることが確認できた場合には、あわせて提案書提出

要請書を郵送かつE-mail送信します。 

イ 提案資格が確認されなかった旨の通知を受けた参加意向申出者は、書面により提案資格が確認

されなかった理由の説明を求めることができます。 

なお、書面は協会が通知を発送した日の翌日起算で、土、日、祝日を除く５日後の午後５時ま

でに参加意向申出書提出先まで提出して下さい。 

ウ 前項により説明を求められたときは、協会が書面を受領した日の翌日起算で、土、日、祝日を

除く５日以内に説明を求めた者に対し書面により回答します。 
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４ 提案書の提出 

（１）提案書の内容 

開港１５０周年の祝い事として、街全体で展開していく博覧会規模の記念事業とし、横浜開港 

１５０周年基本ビジョンのもと、「はまっこパワー」を内外に発信していく記念事業であることを

踏まえ、以下の項目について作成して下さい。また、項目毎に表紙(提案書作成要領様式)を作成し

て下さい。 

  ア テーマステージの企画提案（コアイベント全体をくくる演出「マザーシップ」やテーマステージの基本

的な考え方等を踏まえた提案） 

イ ベイサイドエリアの企画提案（テーマ「港と歴史」やベイサイドエリアの基本的な考え方等を踏まえた、

企業の出展協賛方式を含む６つの分野別テーマ（アート系、環境系、キッズ系、国際交流・港町、音楽

系、スポーツ・健康系）ごとの提案） 

ウ 特別エリアの企画提案（特別エリアのイベントコンセプト等を踏まえた提案） 

エ 主催者負担金２０億円程度及び予測入場者数３５０万人を前提としたベイサイドステージ事

業収支計画（総事業費（５０～７０億円程度と想定）積算にあたり、プロデューサー経費及び会

場借り上げ費は対象外としてください） 

オ 上記収支計画における協賛計画（基本的考え方、内容、金額） 

カ ベイサイドステージの実施設計策定業務からイベント実施に至るまでの推進体制（共同提案の

場合は、各社名等を記載） 

※作業工程、業務体制図のほか、実施統括管理責任者、連絡担当者、制作統括者を明記し、過

去の主な業績についても記載 

 キ 会社概要及び実績（パンフレット等があれば添付）（共同提案の場合は、各社について記載） 

（２）提案書提出部数及び書式 

ア 「提案書」（実施取扱要綱様式４）・・・１部 

イ 提案内容総括表（貴社の提案内容を一枚にまとめたもの・Ａ３横 １枚）・・・１０部 

ウ 提案書本体  （Ａ４ 横 各項目4枚を上限・合計３６枚以内）・・・１０部 

  ※ただし、上記４（１）イについては、１２枚を上限とする。 

※表紙は枚数には入れなくて結構です。 

  エ 実施設計策定業務に係る参考見積書・・・１部 

（３）提案書提出先 

財団法人横浜開港１５０周年協会 企画調整部 記念コアイベントプロポーザル担当 

所在地 横浜市中区尾上町１－６ 住友生命横浜関内ビル３階 

  電 話  045-222-0150 

（４）提案書提出日時 

平成19年７月４日（水）～６日(金) 各日とも午前９時から午後５時まで（必着） 
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（５）提案書提出方法 

 提案書（実施取扱要綱様式４）を添付の上、提案書提出先まで持参してください。提出書類の内容を

確認の上、受領いたします。なお、持参以外の方法の場合、受領いたしません。さらに、いかなる理由

があっても、遅延した場合及び書類が不足している場合は受領いたしませんので、ご了承下さい。 

 

５ プロポーザルに関する問い合わせ 

質問書様式（募集要項様式）に質問を記入し、E-mail に添付して送信してください。 

様式は財団法人横浜開港１５０周年協会Web サイトからもダウンロードできます。 

（http://www.yokohama-lab.com/y150/） 

(1) 提出期間 平成１９年６月１日（金）から６月１５日(金) 午後５時まで（必着） 

(2) 提出先  財団法人横浜開港１５０周年協会  

企画調整部 記念コアイベントプロポーザル担当 

メールアドレス proposal@yokohama150.org 

 

 

 

10 プレゼンテーション及びヒアリング 

第２回評価委員会にてプレゼンテーション及びヒアリングを行う予定です。 

※回回答答はは横横浜浜開開港港 115500 周周年年協協会会 WWeebb ササイイトトににてて公公開開ししまますす。。 
（http://www.yokohama-lab.com/y150/） 

※

 

６ ヒアリング 

評価委員会にてヒアリングを行う予定です。 

(1) 実施日時 

平成１９年７月１３日（金）（予定） 

(2) 実施場所 

横浜市内 

(3) 出席者 

５名以内 

(4) 公開・非公開 

ヒアリングについては、非公開とします。 

(5) その他 

・資料は、平成１９年７月６日（金）までに提出していただいたものを使用し、口頭にて説明を

行っていただきます。資料の変更・追加は認めません。

・ヒアリング時間は質疑応答を含めて、１者２０分程度を予定しています。 

・集合時間等詳細については別途お知らせします。 

・提案者が多数の場合は、提案書の一次評価を行い、ベイサイドステージ、ヒルサイドステージそれ

ぞれにつき、最大で５者を選定した上で、ヒアリングを実施します。 

※  施施設設にに関関すするる質質問問ににつついいてて、、必必ずず上上記記のの問問いい合合わわせせ先先ににおお願願いいししまますす。。  

各各施施設設へへ直直接接問問いい合合わわせせるるここととはは、、ごご遠遠慮慮下下ささいい。。  
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７ 提案者の失格 

  提案者が次の事項に該当した場合は、失格とします。 

（１）提出書の提出期限を過ぎた場合 

（２）募集要項に定める手続き等に違反した場合 

（３）提案書等に虚偽の記載をした場合 

（４）重複提案の禁止 

    単独提案、共同提案の別に関わらず、ひとつのステージ（ベイサイドステージ又はヒルサイドステ

ージ）につき、ひとつの提案者が複数の提案を行うことは出来ません。 

（５）接触の禁止 

評価委員、協会職員、横浜市職員及び本件関係者に対して、本件提案についての接触を禁じます。

接触の事実が認められた場合には失格となる場合があります。 

 

８ 提案書の取扱い 

(1) 提案書等の著作権は応募者に帰属し、協会は次の（2）及び（3）の場合提案書等は無償で使用

する権利を持つものとします。 

(2) 提案書等は、本業務受託者の特定以外に応募者に無断で使用しないものとします。 

ただし、以下の場合には使用することがあります。 

①公正性、透明性を期すために、協会の情報公開関連規程等に基づき公開することがあります。 

②受託者として特定された提案者の提案書等については、受託者特定後、所定の期間、協会ホー

ムページでの公表や、評価報告書の作成、協会事務所等での展示等に使用することがあります。 

公表する場合は、全ての提案者名を合わせて公表します。 

(3) 提案書等は、受託者の特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがあ

ります。 

(4) 提案書等の提出後、協会の判断により補足資料の提出を求めることがあります。 

(5) 提案書の提出後、共同提案の場合は、幹事者を変更することはできません。 

なお、共同提案者についても原則として変更を認めません。やむを得ない場合は協会と協議を行

い決定します。 

(6) プロポーザルの実施のために協会が作成した資料は、協会の了解なく公表、使用することはで

きません。 

(7) プロポーザルは受託者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、協会と

協議を重ねながら実施設計策定を行いますので、必ずしも提案内容に沿って実施するものではあ

りません。 

(8) 特定された受託者とは、後日、当協会経理規程等に基づき、双方協議のもと、業務委託契約を

締結します。なお、契約は単年度ごとの契約となります。 
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９ その他 

(1) 参加意向申出書の提出後契約締結までの手続き期間中に指名停止となった場合には、以後の本

件に関する手続きの参加資格を失うものとします。また、受託者として特定されている場合は次

の順位の者と手続きを行います。 

(2) 主催者は、輸送中の破損、遅延等については一切責任を負いません。 

(3) 書類提出後の追加及び修正は、理由の如何に関わらず認めません。 

(4) 提出された書類は、一切返却いたしません。 

(5) 提出書類の作成及びヒアリングに掛かる費用は、提案者の負担でお願いします。 

(6) 手続きには日本語及び日本国通貨を使用します。 

(7) 特定後の業務について、契約書の作成を要します。 
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横浜開港150周年記念事業コアイベント

ベイサイドステージ提案書

提案者名：

（提案書作成要領様式　１）



横浜開港150周年記念事業コアイベント
ベイサイドステージ

テーマステージ企画提案

提案者名：

（提案書作成要領様式　２）



横浜開港150周年記念事業コアイベント
ベイサイドステージ

ベイサイドエリア企画提案

提案者名：

（提案書作成要領様式　３）



横浜開港150周年記念事業コアイベント
ベイサイドステージ

特別エリア企画提案

提案者名：

（提案書作成要領様式　４）



横浜開港150周年記念事業コアイベント
ベイサイドステージ

事業収支計画

提案者名：

（提案書作成要領様式　５）





横浜開港150周年記念事業コアイベント
ベイサイドステージ

協賛計画

提案者名：

（提案書作成要領様式　６）


